
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

現在、早期発注を予定している一部路線の規模は100ｍ未満の小規模工事であり、状
況によっては翌年度発注となる場合があります。早期発注路線の提出期限は３月上旬
を予定しています。詳細につきましては、契約締結後に協議いたします。

 質 疑 書

東大阪市道路舗装調査設計及び測量業務委託

業務委託仕様書 第17条（履行期間）に、「本業務の一部路線は、令和４年度工事発注を予定し
ている」とありますが、一部路線とはどの程度の規模（路線数や延長等）を想定されているので
しょうか。また、当該一部路線の工事発注資料（図面・数量計算書）の提出期限をご教示くださ
い。

（ 回　答　）(  質 問 事 項  )


